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平成２１年度 国立大学法人富山大学 年度計画 

 
Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１ 教育に関する目標を達成するための措置 
（１）教育の成果に関する目標を達成するための措置 

① 教養・学部・大学院教育等の連携 
・ 高等教育機構において、共通教育センターを中心とした教育システム等を整備

する。 
② 教養教育 

・ 高等教育機構及び共通教育センターを中心として、全学共通教育カリキュラム

を構築する。 
・ 共通教育カリキュラムの中で、専門領域の異なる教員が緊密に連携をとって実

施する、「立山マルチヴァース講義」などの総合科目を充実させる。 
・ 共通教育（教養教育）と専門教育との有機的連携強化のための具体的方策とし

て、３キャンパスの人的資源の連携を図り、統一の共通教育カリキュラムを構築

する。 
・ 外国語によるコミュニケーション能力及びコンピュータによる情報処理能力を

身に付けるための共通教育（教養教育）を充実し、統一カリキュラムの中で、共

通基礎科目としての新たな展開を検討する。 
・ 引き続き、ＴＯＥＩＣ自習ソフト等の活用を図るとともに、可能な外国語では

ネイティブの講師などが適切に担当する体制を維持する等、外国語教育の充実を

図る。 
③ 学部教育 

・ 新学部の教育体制を柔軟で実質的なものにするために、プロジェクト型授業の

カリキュラム等をさらに検討する。［人間発達科学部］ 
・ コース制が円滑に機能するように、引き続き改善及び工夫を行う。また、昼間

主課程専門基礎科目において、基礎学力不足者等への適切な対応を図る。［経済学

部］ 
・ ベンチャービジネス関係の授業を行い、関心を喚起する。［工学部］ 
・ 全学科でＪＡＢＥＥ（日本技術者教育認定機構）認定に向け、対応のための検

討をする。［工学部］ 
・ 自然科学全般の幅広い知識を修得させるため専門基礎科目の充実を図る。［理学

部］ 
・ 理学全般の基礎知識と考え方を身に付けさせた上で、体系化された各分野の基

本を重視した教育を行うために、教育課程の点検を行う。［理学部］ 
・ 富山県の自然環境を活かした野外体験型環境教育プログラムの開発を図る。［理

学部］ 
・ 外国人教員等による授業の実施を図り、引き続き英語教育、英会話教育を充実

させる。 
・ 地域社会を題材に取り入れた教育を推進する。［芸術文化学部］ 
・ 地元自治体や企業関係者を講師として招へいし、授業の充実を図る。［工学部］
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・ 「東洋の知と看護」と「総合実習」に改善を加えつつ継続する。［医学部看護学

科］ 
・ 新入生合宿研修において、引き続き心肺蘇生の実技研修を実施するとともに、

学内・学外における実習等の内容の充実を図る。［医学部、薬学部］ 
・ 学科の特性に応じて、専門教育においても「コミュニケーションとチーム医療」

など、全人的医療人育成の教育を継続する。［医学部、薬学部］ 
・ 「地域医療」に関する教育を拡大・充実させる。［医学部］ 
・ 改定したカリキュラムの内容について検討し改善する。［医学部医学科］ 
・ 医師、薬剤師、看護師及び助産師の国家試験不合格者の問題点を一層多面的に

検討する。 
・ 各分野で活躍する卒業生による特別講義の開催及び早期体験学習の実施を継続

するとともに、新制度下における薬剤師国家試験に対する取組みを強化する。［薬

学部］ 
・ 平成 17 年度改定の教育課程の最終年度にあたり、主に総合実習の評価を重点

的に実施するとともに、平成 21 年４月の指定規則改定に対応して教育内容・方

法などをより充実したものに改善してゆく。［医学部看護学科］ 
・ 工学倫理科目の充実を図り、科学技術者としての倫理観を養う。［工学部］ 
・ 教育体験、教育実習、ボランティア、インターンシップなどの充実を図る。［人

間発達科学部］ 
・ 専門基礎科目、専門科目などで、少人数教育体制を整備するとともに、導入教

育・対話型教育の充実を図る。 
・ 学生の主体的な学習を通じたコース横断的な履修カリキュラムの充実を図る。

［人間発達科学部］ 
・ 医学科、看護学科、薬学部の学生の混成少人数授業である「医療学入門」と「和

漢医薬学入門」を継続する。 
・ 各科目について目標達成度に応じたより客観的な成績評価基準の設定と運用に

ついて、引き続き検討を進め、改善を図る。 
・ コンピュータ試験(ＣＢＴ)及び客観的臨床能力試験(ＯＳＣＥ) の全国共用試験

実施の体制整備及び対応を強化する。［薬学部］ 
・ 学生顕彰表彰制度の充実を図る。 

④ 大学院教育 
・ 学生の志向や社会の要請を踏まえて各研究科の教育内容の充実を図るとともに、

大学院生がそれぞれのテーマに即して、より深く広範な研究成果を上げられるよ

う指導体制の改善・充実を図る。 
・ 現職教員・学生の修学を容易にするために講義・研究の時間と場所の多様化を

図り、情報通信技術を利用した授業を実施する。［教育学研究科］ 
・ セミナーや学会、国際会議等での発表、学外との学術交流、学術雑誌等への投

稿を引き続き奨励する。 
・ 共同研究を通しての企業研究者との交流を引き続き促進する。［理工学教育部］

・ 英語による授業を実施し、開設授業数増と高度な教育内容の充実を図る。［理工

学教育部］ 
・ ベンチャービジネス関連の講義の充実を図る。［理工学教育部］ 
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・ 高度専門職業人の育成を目指し、北陸がんプロフェッショナル養成プログラム

授業の履修者の拡充を図る。 
・ 医療系修士課程における横断的授業として最先端課題を組み入れた「総合医療

実習」の開講を継続しつつ改善を図る。 
・ 薬学部の教育制度が４年制と６年制に変更されたことに伴い、それぞれに対応

した大学院の教育研究の在り方と内容等について引き続き検討し、新たな教育制

度を立ち上げる。 
・ 生命科学領域の先端的解析技術研究の講習会及び学術セミナーを大学院単位認

定の講義として開催し、大学院生の高度解析技術の向上など、引き続き専門教育

の充実を支援する。 
・ 「地域発信・総合型高度医療人養成プログラム」が「専門医養成支援センター」

の活動を通じて実質的に機能することを目指す。 
・ カリキュラムとシラバスを見直し、改善案を検討し、実施する。［経済学研究科］

・ フィールドワーク、留学などへのさらなる支援体制を整える。［人文科学研究科］

・ チュートリアル教育の充実化、協定校との学術、学生交流の充実化、内外の先

端研究者の講演招致を引き続き推進する。［医学薬学教育部］ 
・ 大学院生の国際的コミュニケーション能力を培うための教育について改善・充

実を図る。 
・ 大学院生を対象にした国内外の特別講師による講演を継続して実施する。［医学

薬学教育部］ 
・ 認知・情動脳科学専攻、生体情報システム科学専攻、先端ナノ・バイオ科学専

攻における専門科目の充実を図るとともに、引き続き共通科目における医学、薬

学、理学、工学融合教育を実践する。 
・ 大学院教育における人材育成機能の充実を図るため、大学院の教育研究組織の

在り方と教育内容について引き続き検討し、改善・充実を図る。 
・ 先端的な分析・計測技術の講習会を開催し、学部生、大学院生の測定技術向上

など専門教育のための支援を行うとともに関連する研究会を引き続き開催する。

［機器分析センター］ 
・ 現職教員の力量形成に資する大学院の設置に向けて組織整備等の準備を行う。

［教育学研究科］ 
・ 教育内容の充実を図るとともに、入学者を確保し、引き続き専門職業人の輩出

に努める。［理工学教育部］ 
 

（２）教育内容等に関する目標を達成するための措置 
① アドミッション・ポリシー 
○ 学士課程 

・ 大学全体のアドミッション・ポリシーに従い各学部のアドミッション・ポリシ

ーを見直す。 
・ 大学ホームページを活用し、アドミッション・ポリシー、学部の入学案内及び

教育・研究活動に関する情報の発信等、広報活動の充実を図る。 
・ 入試方法などに関する情報提供を積極的に進め、学部説明会、見学会、懇談会、

高校への出張授業、高大連携授業などを通じて高校長、進路指導担当者、受験生

との交流を行う。 
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・ 英語、中国語、韓国語の大学案内資料を改訂するとともに、外国人留学生・就

学生のための進学説明会の開催や留学フェアなどに参加する。 
・ 現在の多様な入学者選抜方法を、入学後の履修・成績状況の追跡調査、学生ア

ンケートなどにより検討し、ＡＯ入試の導入を含め各学部・学科にふさわしい選

抜方法の改善・実施に努める。 
・ 継続して県外に試験会場を設定するとともに、点検評価を行う。 
・ 引き続きアドミッションセンターの整備・充実を図る。 
・ 「緊急医師確保対策」の定員増による医学部医学科入学者を受け入れるととも

に、「地域や診療科の医師確保の観点からの医師養成の推進」を図るため増やした

医学部医学科の入学定員増分を一般選抜から地域枠特別選抜に変更して選抜を行

う。 
・ 地域医療の充実を目指し、県と連携し、医学部看護学科入学定員増に向け、引

き続き検討する。 
○ 大学院課程 

・ 社会人や留学生を積極的に受け入れるための環境づくりや入試方法、受入体制

について引き続き検討を進め、入学者増を図る。 
・ アドミッション・ポリシーの周知を図るとともに、多様な専門分野や研究室の

紹介、社会人特別選抜や昼夜開講制についての紹介などの幅広い広報の在り方、

ならびに入学者選抜方法について引き続き検討を進め、大学院への進学者増加を

図る。 
② 教育課程 
○ 学士課程 
・ 教育理念・目標に沿った共通教育（教養教育）と学部教育のカリキュラム編成、

授業内容について、引き続き検討し改善する。 
・ 数学・物理等の専門基礎学力向上のための教育プログラムの開発を図る。［理学

部］ 
・ 英語教育、英会話教育の充実を図る。 
・ 習熟度別授業を充実する。 
・ １年次生を対象とした「医療学入門」を引き続き実施するとともに、「医学概論」

及びチュートリアル入門を充実させる。［医学部］ 
・ 社会的ニーズの変化に対応するため、４年次学生に対し薬学経済と知的財産概

論を新たに開講する。 
・ 他分野への学生の関心と意欲に応えるため分野間の連携強化を図る。［人文学部］

・ ものづくり技術者育成支援事業「製品開発体験実習による実践的ものづくり技

術者育成」を推進し、ものづくり技術者育成教育の拠点形成を目指す。［工学部］

・ 地域医療など社会的ニーズに対応した医療人教育支援プログラムを改善、実施

する。［医学部］ 
・ 専門課程の選択必修の１つとして、薬学関係のユニットのカリキュラムを実施

する。［医学部医学科］ 
・ 医学科、薬学科、看護学科相互乗り入れによる統合的カリキュラムの点検評価

に基づき、統合的カリキュラムを改善する。 
・ ４年制、６年制の講義内容の点検と授業評価を行い、必要な場合は適宜変更す

る。［薬学部］ 
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・ 大学での学び方の方法論に関する基礎ゼミナールと発達科学概論を基礎に、そ

れぞれのコースの特色が出るモデルカリキュラムを作成し、学生の履修に供する。

［人間発達科学部］ 
・ 学部専門基礎科目について実施状況を睨みつつ教育効果をより向上させるため

の改善策や支援策を検討する。 
・ 全学的に連携を取りながら、新入生の大学教育へのスムーズな移行を実現し、

学習への動機付けを高めるための少人数クラスによる初年度導入教育を充実す

る。 
・ 入門ゼミナール、入学前既修得単位認定及び資格検定の単位化制度を実施・活

用する。［経済学部］ 
・ 発達科学概論や基礎ゼミナールなどの学部共通科目を通じて導入教育の充実を

図る。［人間発達科学部］ 
・ 全学科でのＪＡＢＥＥ認定に向け、対応のための検討を継続する。［工学部］ 
・ 英語能力の向上を図るために、外国人教員等による授業を実施する。［理学部］

・ 国際的な単位互換制度に関する基礎的な調査、検討を継続して行うとともに、

単位の実質化に向けて必要な取組みを継続する。［経済学部］ 
・ 芸術系教育の国際的基準の調査結果を踏まえた教育課程への反映の検討を行う。

［芸術文化学部］ 
○ 大学院課程 

・ 社会人や内外の研究者による先端的、現代的な授業・講演を行い、引き続き教

育の充実を図る。 
・ ４年制教育及び６年制教育後の大学院カリキュラムを編成・整備する。［薬学部］

・ 認知・情動脳科学専攻、生体情報システム科学専攻、先端ナノ・バイオ科学専

攻における専門科目の充実を図るとともに、共通科目における医学、薬学、理学、

工学融合教育を領域横断的に整備し、実践する。 
③ 教育方法 
○ 学士課程 

・ ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した学習環境の整備と教育方法の改善を図る。

・ 導入ゼミや専門基礎科目などの基礎的重要科目では、少人数教育体制を整備し、

内容の充実を図る。 
・ ゼミナール、演習、実験、卒業論文研究など、学生が主体的に取り組む教育を

充実させる。 
・ チュートリアル教育の充実を図る。 
・ 社会人外部講師による授業を実施するとともに、その効果を検証し、在り方に

ついて引き続き検討する。［経済学部］ 
・ ベンチャービジネス関係の授業を行い、関心を喚起する。［工学部］ 
・ 実務実習の内容を点検し、引き続き充実改善と教員の研修に努める。［薬学部］

・ 伝統文化を起点とした芸術文化振興推進事業の成果を科目設定及び履修システ

ムの計画に反映させる。［芸術文化学部］ 
・ インストラクショナルデザインやプロジェクトマネージメントなど学部共通科

目を通じてより実践的な教育技術の習得を可能とするように努める。［人間発達科

学部］ 
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・ 多様な学力レベルの学生に対する学習支援体制について引き続き検討・改善を

進める。 
・ オフィスアワーの実質化・活性化に努めるとともに、新任教員への説明会を開

催するなど、教員のカリキュラム理解を促進する。 
・ 補習授業等特定の科目については適切な授業実施が可能となるよう、教材や授

業方法の開発を行う。［工学部］ 
○ 大学院課程 

・ 生命融合科学教育部、医学薬学教育部及び理工学教育部の３教育部間の教育連

携を推進する。 
・ 専攻を横断した履修モデルを提案する。［経済学研究科］ 
・ 講義等の目的、内容、実施方法などの全体をあらかじめ学生に分かりやすくす

るために、シラバスの記載内容の充実を図る。 
④ 成績評価 

・ シラバスに当該授業科目の役割、学習到達目標、成績評価基準等を具体的に記

載するとともに、引き続き内容の改善、充実を図る。 
・ 教育目標の達成度評価の方法、各科目の過去の成績分布のデータ及び年度ごと

の評価の整合性などの分析を進め、教育評価の在り方を改善する。［医学部］ 
・ 単位認定システムの検討を継続する。［医学部］ 
・ 各授業科目の学習目標・成績評価基準（ＧＰＡ）・評価方法について検討を進め、

引き続き改善を図る。 
・ 単位の実質化、ＣＡＰ（履修登録単位数の上限設定）制度の導入を検討し、カ

リキュラムの改善を図る。［工学部］ 
・ 履修科目の上限を設定する可能性や講義外学習の在り方について検討し、改善

を図る。 
 

（３）教育の実施体制等に関する目標を達成するための措置 
① 教養教育 

・ 高等教育機構及び共通教育センターにおいて、全学共通教育（教養教育）を実

施するための教育システム等を整備する。 
・ 共通教育センターにて共通教育（教養教育）を企画・立案する。 

② 教養教育・学部教育 
・ 新たに設置された高等教育機構と共通教育センターが連携し、共通教育（教養

教育）と学部教育の在り方について、連携を図りつつ具体的な検討を進める。 
・ 高等教育機構において、キャンパス間の授業日程の調整や合理的な単位認定方

法などを引き続き検討する。 
③ 専門教育・大学院教育 

・ 教育研究の活性化と分野間の連携・協力関係の強化のため、引き続き教員組織

の再編等について検討する。 
・ 志願者数の減少傾向が著しい学部等に対する社会のニーズの変化等を引き続き

分析するとともに、当該学科の改組等の検討を継続する。 
・ 社会との関わりや研究情勢の変化への対応を考慮して教育・研究機能の充実、

高度化を進める。 
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・ ものづくり技術者育成支援事業「製品開発体験実習による実践的ものづくり技

術者育成」を推進し、ものづくり技術者育成教育の拠点形成を目指す。［工学部］

・ 地域の医療機関、保健福祉機関等と連携した医療人育成を継続して行う。医学

科では選択臨床実習を地域病院、実地医家の協力を得て充実させる。［医学部］ 
・ 将来計画検討委員会等で教育研究組織の在り方の検討を継続する。［医学部］ 
・ グローバルＣＯＥの採択を目指し、国際的に特徴のある教育研究の拠点化を進

める。［医学部］ 
・ 寄附講座の活用により、教育研究の充実を継続して図る。［医学部、和漢医薬学

総合研究所］ 
・ 新採用者ＴＡ（ティーチング・アシスタント）を対象としたセミナーを開講し、

チュートリアル教育におけるチューターとしての活用を図る。［医学部医学科］ 
・ ＴＡとＲＡ（リサーチ・アシスタント）の活用を図る。［医学部］ 
・ 学生教育組織と教員組織との分離に向けて、その具体的な枠組み、カリキュラ

ムの基本的な考え方について引き続き検討を行うとともに、全学教員の連携・協

力体制の構築について検討を進める。 
・ 教育改善に関する意見交換ができる教員間のネットワークを構築し、活用す

る。［理学部］ 
・ 大学院の秋季入学制度を実施し、充実を図る。 
・ 大学院人間総合科学教育部（仮称）の設置について、各関係手続きを進める。

④ ＦＤ（ファカルティ・ディベロップメント） 
・ 授業内容・授業方法の改善のため多様なＦＤを企画・実施し、教育の内容・方

法等について、継続的に評価・改善を行う。 
・ 教材、学習指導等に関する研究開発を恒常的に実施する体制の整備を図る。 
・ ネットワーク関連のハードウェア及びソフトウェアの教育利用に関する研修会

を定期的に実施する。［人文学部］ 
・ 優秀教員顕彰制度を実施し、当該教員による公開授業、講演等を実施し、ＦＤ

を推進する。［工学部］ 
⑤ 教育環境 

・ 双方向遠隔授業システムの長所・短所を踏まえて、引き続き適切かつ効果的な

授業利用の促進を図る。 
・ 教育・学習支援としてＩＣＴ（情報通信技術）を活用した e-Learning システム

の整備・活用を図る。 
・ ＴＯＥＩＣ自習システムについて引き続き利用の促進を図る。 
・ 学生用図書を継続的に整備する。 
・ 基本的な電子ジャーナルの充実と利用環境の整備を図る。 
・ ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した教育を推進するための環境整備を図る。 
・ 学生生活関係設備の改善を引き続き検討し、良好な学習・生活環境の整備を図

る。 
⑥ 教育評価 

・ 学習・就職支援体制についてのアンケート調査を継続的に行い、改善を図る。

・ 教育の成果や効果を検証するために卒業生・修了生への教育成果等に関するア

ンケート調査等を行い、教育方法の改善に反映させる。 
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・ 学生による授業評価に基づく自己点検評価を継続的に実施・分析し、ＦＤ研修

に活用するなど、教育内容の質の向上、教育方法の改善に利用する。 
 

（４）学生への支援に関する目標を達成するための措置 
① 学習支援 

・ カリキュラムの目的や授業の趣旨などについて十分なガイダンスを行うほか、

学習について適切な指導・助言を行う。 
・ 外国人留学生ガイドブックを改訂する（英語、中国語、韓国語）。 
・ 学生に対する学習支援を強化するため、ＴＡ制度を充実する。 
・ Web シラバスの効果的な利用に努めるとともに、高等教育機構において成績評

価基準の明示等について検討し、改善を図る。 
・ シラバス情報、授業情報、休講・補講情報等の掲示情報を学外から Web で閲覧

できるシステムについて引き続き改善・運用を図る。 
・ 学習の振り返りと履修支援のためのｅポ－トフォリオについて検討する。 
・ ワンストップサービスの実施体制、実施内容等について引き続き検討を進める。

・ 各相談部門の役割分担を明確にし、学生対応の情報を一元的に集約するととも

に各相談部門の連携強化を継続する。 
・ オフィスアワーの利用・活用を引き続き促進する。 

② 生活支援 
・ 保護者との連携を強化した支援体制について引き続き整備を図る。 
・ 助言教員・指導教員制度等を改善するなど、学生相談体制の整備・充実を図る。

・ 各種ハラスメントに係る対応を公正かつ迅速に行うためのシステムの改善・充

実を図る。 
・ 各種ハラスメントに関する啓発活動の改善点を検討するとともに、学生相談窓

口の改善を図る。 
・ 学生支援センターによる相談・支援体制を充実し、全学の部局、教員等とのネ

ットワークの整備を図る。 
・ 保健管理センターのカウンセラー、専門医による相談・支援体制を充実すると

ともに、全学の部局、教員等とのネットワークを強化する。 
・ 学生支援ＧＰ（「オン」と「オフ」の調和による学生支援）を通して、トータル

なコミュニケーションをサポートするシステムの活用を推進する。 
・ 優秀団体及び個人に対する学生表彰を引き続き実施するとともに大学公認団体

に対する積極的な活動支援を実施する。 
・ 課外活動施設の利用実態調査の結果を分析し、引き続き課外活動施設のさらな

る有効活用を促進する。 
・ 学生の学業成績優秀者を顕彰するとともに、返還を要しない奨学金を支給する

制度を引き続き実施する。 
・ 学生支援・社会貢献・交流スペースなど引き続き施設設備の改善を図り、有効

利用を促進する。 
③ 社会人学生・外国人留学生 

・ 教育研究施設の夜間や休日利用など、社会人学生の学習をサポートする環境を

引き続き整備する。 
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・ 社会人教育の重要性や経済的に昼間主コースに進学が困難な学生への教育機会

の提供を考慮して、夜間主コースのカリキュラム等について引き続き創意工夫を

図る。 
・ チューター制度のより一層の弾力的・効果的活用を図る。 
・ 外国人留学生の受入れ及び本学学生の海外派遣の補助金支給を継続して行う。

④ 就職・進路支援 
・ 全学的就職指導体制と各学部とが協力してキャリア教育の充実を図る。 
・ ベンチャービジネス関係の授業を行い、関心を喚起する。［工学部］ 
・ 卒業生との懇談会や就職に関する講演会等の開催、就職情報の収集とその効果

的な提供等の充実に努め、学生の進路指導と自主的積極的な職業選択による希望

進路実現のために、支援方法の見直しを行い、改善を図る。 
・ 就職情報のデータベース化・Web 化を推進し、就職情報提供の充実を図る。 
・ 学生の進路希望等の調査を継続し、当該調査結果に基づき、学生のニーズに対

応した求人情報の提供を継続する。 
・ インターンシップ制度を推進するなど、現実社会への接点を拡大し、引き続き

学生の職業意識の醸成を図る。 
・ 学生支援ＧＰ（富大流人生設計支援プログラム）を本格運用する。 
・ 卒業後の進路・社会活動状況を追跡調査する体制の整備を図る。就職先企業と

の交流・意見交換を引き続き実施する。 
・ 卒業後の進路、研修先、就職先等の実態調査結果を取りまとめ、動向の把握・

分析等を行い、就職指導に役立てるとともに、これらの調査結果を学生にフィー

ドバックする。 
・ 大学院説明会の開催などにより、大学院への進学者増を図る。 
 

２ 研究に関する目標を達成するための措置 
（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標を達成するための措置 

① 研究の方向性 
・ 応用研究を充実するために、産官金とも連携してプロジェクト研究を推進する。

・ トランスレーショナルリサーチ（基礎的な研究成果を臨床に応用することを目

的にチームで行う研究）を実施する体制の整備を進める。 
・ 自然科学に関する基礎研究の充実を図る。 
・ 医学薬学理工学の共同研究を推進する。 
・ 異文化理解を目的とした言語文化研究を推進する。 
・ 人間存在、行動及び社会に関する研究を推進する。 
・ 地域活性化に関する研究を推進する。 
・ 学内及び国内外と連携して人文、社会、自然科学研究の共同プロジェクト化、

ネットワーク化を図り、先端的研究を進めるとともに、外部資金獲得を目指した

研究課題にも取り組む。 
② 重点的に取り組む領域 

・ 医薬理工融合領域における先端生命科学分野を中心とした研究を進め、融合領

域の研究の促進を図る。 
・ 生命科学、情報科学、材料・ナノ科学、環境科学などの分野において、世界に

発信できる先端研究を推進し、国際研究課題に取り組む。 
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・ 精神発達障害に関わる研究を推進する。 
・ 医学・薬学の共同研究を推進する。 
・ トランスレーショナルリサーチを実施する体制の整備を進める。 
・ 西洋医薬学と東洋医薬学の融合を人文社会及び理工系とも連携して進め、国際

的な教育研究拠点としての研究の拡充を図る。 
・ 国家的プロジェクトの新水素エネルギー（核融合、水素エネルギー）に関する

世界水準の研究拠点としての役割を果たす。 
・ 日本海及び周辺の環境・経済・社会系の総合的研究を内外と連携して推進する。

③ 研究成果の還元 
・ 民間企業、自治体、高等教育機関などとの共同研究・受託研究などを推進し、

研究成果の還元を図る。 
・ 地域連携推進機構産学連携部門を中心に体制を整備し研究成果の社会への還元

を推進する。 
・ 本学の特徴となる独自のデータベースの整備を図り公開を進める。 
・ 伝統工芸産業地域における作品展示などを推進するほか、実践的な研究を推進

する。 
・ 研究シーズＰＲのための広報及び出展事業並びに企業人対象の講演会など、産

業界への技術移転を促進する企画を実施する。 
・ 地域ニーズを踏まえた公開講座、研究会、講演会などの開設を推進する。 
・ 研究室あるいは教員の研究内容のホームページ上での公開を進める。 
 

（２）研究実施体制等の整備に関する目標を達成するための措置 
① 研究環境の整備 

・ グローバルＣＯＥを目指して研究テーマの継続性、発展性、将来性等について

引き続き検討する。 
・ 学内外の連携による共同研究等を推進するためセンター等の組織・運営体制の

整備・充実を図る。 
・ 全学的な検討組織において、本学が目指す研究の方向性等について引き続き検

討する。 
・ 創造性に富む萌芽的研究や取組みの育成・支援を推進する。 
・ プロジェクト研究等を遂行するための体制を引き続き検証し、研究の促進と学

内施設、設備の一層の有効利用を図る。 
・ 設備整備マスタープランを中心に研究設備の整備を図るとともに、研究設備の

整備を促進する効果的方策を推進する。 
・ 大型機器、特殊設備などの維持管理・更新の一元管理体制の整備を図り、学内

の共同利用を促進する。 
・ 本学の学術情報の発信を促進するため、リポジトリへの登録コンテンツの充実

を図る。 
・ 電子ジャーナルとデータベースの導入については、附属図書館運営委員会等で

その方法を検討し、教員の要望に沿った利用環境の整備を進める。 
・ 人文社会系の資料の整備を継続して進める。 
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② 研究実施体制 
・ 大学として取り組む重点的研究課題を多角的・総合的に研究するため、研究者

等の弾力的配置を図る。 
・ 学内外の連携による共同研究等を推進するためセンター等の組織・運営体制の

整備・充実を図る。 
・ 学部等にまたがるプロジェクト研究の組織づくりのための方策を進める。 
・ 自治体や企業等と連携し、部局等の横断的プロジェクトを組織する。 
・ 産業界や自治体からの技術ニーズを的確に把握し、産学官金共同研究に取り組

む体制を全学的に整備するとともに、担当の客員教授やコーディネーターの活動

を促進する。 
・ 学内研究者や学内分析機器装置等の情報リストを作成し、学内及び地域企業を

含む学外へ情報を発信する。 
・ 国際共同研究の受入れ体制の拡充を図る。 

③ 外部資金及び共同研究等 
・ 科学研究費補助金、自治体・企業・財団等からの研究奨励費などの外部資金を

獲得するための体制の拡充を図る。 
・ 民間企業及び自治体・高等教育機関等との共同研究及び受託研究を促進するた

めの体制の整備を図る。 
④ 知的財産 

・ 企業からの外部資金導入を促進するための知的財産の管理・活用を進める。 
・ 特許化の可能性の高い研究を発掘するシステムを拡充する。 
・ 知的財産の活用、起業などに関する相談、支援体制を拡充する。 
・ 教職員及び学生に対して特許出願等に関する啓発活動を拡充する。 

⑤ 研究水準・成果の検証 
・ 平成 20 年度に引き続き、教員の研究業績の把握と全学評価基準に基づいた評

価を行う。 
・ 研究活動についての自己評価、それに基づく外部評価など、多様な評価を実施

し、質の向上及び改善を図る。 
・ 教員の研究業績評価の結果を、関係する部局と教員個人に開示する。 
 

３ その他の目標を達成するための措置 
（１）社会との連携、国際交流等に関する目標を達成するための措置 

① 産業界、自治体等との連携 
・ 地域貢献推進のため、自治体等と連携して総合型プロジェクトを提案し競争的

資金の獲得に努める。 
・ 県及び県内市町村と連携・協力し、地域社会の形成発展に寄与する各種プロジ

ェクトを推進する。 
・ 北東アジアの発展について、行政、産業界、市民等に提言、情報発信を行う。

・ 地域連携推進機構において、３キャンパスが協力して地域貢献に総合的に取り

組む。 
・ 地域社会の発展に貢献するために、地域産業の活性化に繋がるインキュベーシ

ョン活動を推進する。 
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・ 地域産業の活性化に繋がる共同研究、受託研究、コンサルティング事業等を推

進する。 
・ 県内企業等を対象とした各種の交流会を継続実施する｡ 
・ 地域づくりと文化支援に関し、地域と連携した活動支援を進める。 
・ 自治体や商工会議所等が設置する審議会等に積極的に参加・協力する。 

② 地域医療機関、福祉施設との連携 
・ 医療、保健、福祉の教育・実践ネットワークを構築し、地域医療へ貢献する。

・ 地域救急医療システムに参画するとともに、地域の災害時医療体制の構築に貢

献する。 
・ 「地域発信・総合型高度医療人養成プログラム」が「専門医養成支援センター」

の活動を通じて実質的に機能することを目指す。 
・ 「緊急医師確保対策」の定員増による医学部医学科入学者を受け入れるととも

に、「地域や診療科の医師確保の観点からの医師養成の推進」を図るため増やした

医学部医学科の入学定員増分を一般選抜から地域枠特別選抜に変更して選抜を行

う。 
・ 地域医療の充実を目指し、県と連携し、医学部看護学科入学定員増に向け、引

き続き検討する。 
・ 医薬分野のホームページを拡充し社会への情報提供を促進する。 
・ 附属民族薬物研究センター民族薬物資料館や薬学部附属薬用植物園の一般公開

及び和漢薬に関する公開講座の開催を継続する。 
・ 医薬系学生と社会人を対象とした医薬学関連セミナー等を開催する。 
・ フォ－ラム富山「創薬」を継続し、これまでの成果と新たな課題を整理して、

引き続き内容の充実を図る。 
・ 富山県との包括協定の１つとしての「とやまのくすり情報ライブラリー」の運

営を積極的に支援し、収集した情報の活用を図る。 
③ 地域・社会への貢献 

・ 公開講座を 70 講座以上開講し、その充実を図る。 
・ 公開授業として、五福キャンパス及び高岡キャンパスで講義科目の１/２以上を

公開する。 
・ 講義概要や研究成果などのデータベース化及び公開を推進する。 
・ インターネットによる、生涯学習等を支援する学習環境の整備と活用を進める。

・ 学内の各施設の開放について、積極的に学外に広報し、利用を促進する。 
④ 地域教育機関等との連携・交流 

・ 「富山県大学連携協議会」や「北陸地区国立大学連合」を介して、県と相互協

力し、引き続き教育研究の連携を図る。 
・ ＳＰＰ（サイエンス・パートナーシップ・プログラム事業）等の高大連携事業

を、引き続き積極的に推進する。 
・ 中学・高校生を対象にした生命科学に関する開放授業や県内高校への出張及び

出前授業を継続して実施する。 
・ 戦略的大学連携支援ＧＰ（地域人材育成に向けたＳＲＭ手法による教育の質保

証）を通して県内高等教育機関が連携し、教育の質向上はもとより、入学から卒

業までのエンロールメント・マネージメントを構築する。 
 



 13

・ 平成 20 年度の成果を踏まえ、さらに大学のシーズと富山県教育委員会、立山

青少年自然の家などのニーズとの調整を積極的に図り、連携事業や共同研究を推

進する。 
⑤ 国際交流・国際貢献 

・ 外国人留学生のための各種日本語プログラムの充実を図り、外国人留学生の受

入れを積極的に支援する。 
・ 日本語・日本文化研修留学生で所定の課程を修めた者に対して修了証書及び履

修証明書を交付し、併せて修了論集を発行する。 
・ 私費留学生に対する奨学資金の種類、応募期間、資格等の一覧表を提供するな

どの情報提供を継続する。 
・ 留学支援委員会で検討された各種支援について、実現化を図る。 
・ 外国人留学生及び外国人客員研究員名簿を作成し、卒業・修了・帰国後の情報

交換とネットワークの形成による交流の促進を図る。 
・ 各部局で短期留学生の派遣体制の整備・充実を図る。 
・ 交流協定大学との単位認定・単位互換を進める。 
・ 交流協定大学等と協力して学生及び研究者の受入れ、派遣プログラムを拡充す

るほか、国際学術シンポジウムの開催や共同研究等を実施する。 
・ 中国に設置した医薬学系海外ブランチを通じて、学生及び研究者交流や共同研

究を推進する。 
・ 本学教員の研究成果やテーマ等を Web 等により積極的に発信する。 
・ 国際交流・国際貢献の推進に関する基本方針（国際戦略）に基づき整備された

全学的な推進・協力体制の拡充を図る。 
・ 学生や研究者の受入れ及び派遣に関する各種支援方策の拡充を図る。 
 

（２）附属病院に関する目標を達成するための措置 
① 医療の方向性 

・ 病院再整備実施の細部についての見直しを続けて行う。 
・ 患者とその家族のアメニティに考慮した外来・病棟、病院内諸設備の在り方に

ついて引き続き検討を行う。 
・ 引き続き、総合診療部と救急部によるプライマリ・ケア体制の整備を行う。 
・ 臓器別診療体制を整備、充実する。 

② 先進的医療 
・ 地域医療の中核を成す疾患別先端医療センター診療体制を確立する。 
・ がん、脳心臓血管病変の治療に関する先進的医療体制のさらなる整備、運用の

推進を行う。 
③ 医療人育成 

・ 学部教育との連携を図り、参加型臨床実習の充実を推進する。 
・ 臨床研修内容の見直しを継続する。 
・ 引き続き、各種研修会・検討会に医師及び看護師等を参加させ、医療専門スタ

ッフの臨床教育の充実を推進する。 
④ 安全・危機管理体制 

・ 電子カルテ運用に関わる検証システムを強化し、診療活動の充実を図る。 
 



 14

・ 診療情報公開に関するワーキンググループ活動を推進し、ガイドラインをさら

に充実する。 
・ 情報公開の具体的運用体制について、現状を分析し、適切な運用を図る。 
・ 引き続き、医療安全に関わる安全・危機管理体制の改善、充実を図る。 
・ 講演会、検討会、専門チーム現場調査などにより、引き続き医療安全体制の徹

底を図る。 
⑤ 地域医療との連携 

・ 地域医療機関との連携、地域医療への貢献をさらに推進する。 
・ 地域の中核病院として、第３次救急医療体制の充実に向けた整備を進める。 
・ 地域医療機関及び消防機関との連携を強化し、引き続き地域医療に貢献する。

⑥ マネジメント改革 
・ 前年度実績を基に、スタッフの配置の適正化を行う。 
・ 新規ＳＰＤ（物流管理の中央化及び外注化）システムを立ち上げ、さらなる経

営の効率化を図る。 
・ 病院再整備を着実に実行する。 
・ 診療体制を人事、経営、診療、教育、研究の面で再度見直し、その改善を図る。

・ 病院長を中心に働きやすい病院組織体制を構築する。 
・ 各部門での再評価を行い、病院運営に活用する。 
・ 前年度の人的・物的資源配分を検証し、各部門への適正な配分を図る。 

⑦ 国際化 
・ 国際化推進の環境整備のため、引き続き点検評価を行う。 
 

（３）附属学校に関する目標を達成するための措置 
① 大学・学部との連携 

・ 学部と附属学校園との共同研究プロジェクト運営委員会を中心に、研修会の開

催や研究活動を行う。 
・ 人間発達科学研究実践総合センター教員との共同研修会を充実するとともに臨

床研究の場を提供する。 
・ 学校行事、校外学習等の教育活動に大学院・学部生等を積極的に活用した授業

展開を行う。 
・ 専門的知識・技能を有する地域の人を講師として招へいし、総合の時間の授業

研究を行う。 
・ 教育課程、指導計画の見直しの視点を定め、生活、総合的学習の研究の視点と

も重ね、教育プログラムの開発に向けて研究を進める。 
② 教育内容と学校運営 

・ 児童・生徒の健康と精神の健全な発達のために教職員のカウンセリング研修等

を実施する。 
・ 附属学校運営委員会を定期的に開催し、役割を明確にするとともに機能の充実

を図る。 
・ 学校評議員に学校行事等への参加を促し、より具体的な助言を求めるとともに、

ＰＴＡ理事会、役員会及び学年・学級懇談会を通して保護者の意見を学校運営に

生かす。 
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・ 教員による学校の自己評価、保護者による学校評価を行い、学校運営に生かす。

・ 安全管理・指導を計画的に行い、不審者対応の防犯教室、避難訓練及び保護者

による地域活動を支援し、危機管理意識の向上を図る。 
③ 人間発達科学部との連携 

・ 教育実習前に学生への指導の機会を増やし、意識を高めるよう事前指導を行う

とともに学部教員との連携による事前指導プログラム等の充実を図る。 
・ 学部教員による事前指導プログラム等の充実を図り、積極的に関わるよう施策

を展開する。 
・ 大学院担当教員と教育実践研究への効果的な関わりを図る。 

④ 地域社会との連携 
・ 特別支援教育におけるセンター的役割として教育相談コーディネーターを配置

し、市・県教育センターと連携し研修の場を提供する等、研究協力を図る。 
・ 年２回の教育研究発表会で対話的思考をもとにしたかかわりの研究を公開し、

県内の学校の教育研究の推進に寄与する。 
・ 「研修リーダー養成研修会」で授業を公開し、ワークショップの助言者として

参加し、県内の学校の研修の向上を図る。 
・ 大韓民国慶煕大学附属慶煕初等学校、大連海事大学附属小学校との交流を継続

し環日本海交流の基盤を確立する。 
 

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 
１ 運営体制の改善に関する目標を達成するための措置 

① 運営体制 
・ 大学運営の重要な戦略を策定するため、各理事の下に設置された理事室に副学

長、学長特別補佐、学長補佐、及び事務職員が要員として参画し、理事室の企画

機能を強化する体制を維持する。 
・ 役員懇談会や部局長等懇談会を活用し、機動的かつ効果的な運営を図る。 
・ 引き続き、各種委員会等の構成や審議事項、その他議題を見直すとともに、運

営の効率化のための改善を行う。 
② 学内資源配分 

・ 独創的研究創出や教育方法改善プロジェクトなどへの学内人的資源の配分につ

いてさらに検討を進める。 
・ 経営責任の明確化による機能的・戦略的な大学運営を実現するための予算の重

点配分システムについてさらに検討を進める。 
・ 評価に応じた人的・物的資源の配分を行う運営システムの確立についてさらに

検討を進める。 
③ 教職員の連携 

・ 各理事の下に設置された理事室や各種委員会等の運営に教員と事務職員が一体

となって取り組む体制を維持する。 
・ 教育担当理事室を中心に、関係委員会、タスクチームが連携協力して、総合的、

効果的な学生支援を実施する。 
④ 学外意見の尊重 

・ 産業界、地域社会、専門家、有識者等の意見を取り入れるシステムについてさ

らに検討を進める。 
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・ 高度専門業務遂行のため、引き続き学外専門家によるコンサルティングなどの

活用を図る。 
⑤ 国立大学間の連携 

・ 北陸地区国立大学連合の枠組みの中で、教育研究及び事務執行などに関する大

学間の連携・協力事業をさらに推進する。 
⑥ 内部監査 

・ 監事や会計監査人との連携を図り、内部監査機能の充実・強化を図る。 
・ 研究費不正使用防止対応計画（個別詳細実施計画）を実施し不正防止を図る。

 
２ 教育研究組織の見直しに関する目標を達成するための措置 

① 教育研究組織 
・ 組織再編検討委員会及び関係部会で、引き続き新しい教育・研究体制について

検討する。 
・ 組織再編検討委員会における学生教育組織と教員組織の在り方の検討に合わせ、

社会のニーズに応じたより柔軟な教育体制と教員の協力体制の整備について検討

を進める。 
・ 志願者数の減少傾向が著しい学部等に対する社会のニーズの変化等を引き続き

分析するとともに、当該学科の改組等の検討を継続する。 
・ 大学院人間総合科学教育部（仮称）の設置について、各関係手続きを進める。

 
３ 教職員の人事の適正化に関する目標を達成するための措置 

① 人材確保 
・ 任期制の拡充に努め、公募制を採用するなど、多様な方策により教員人事の活

性化を図り優秀な人材の確保に努める。 
・ 平成 20 年度科学技術振興調整費「女性研究者支援モデル育成事業」（３ヵ年計

画）に採択された事業を実施し、男女共同参画の推進を図る。 
・ 高度な専門知識等を必要とする職種については、公募による選考など多様な採

用方法を実施する。再雇用職員を適切に配置し、その積極的な活用を図る。 
② 評価システム 

・ 教員にあっては、全学評価基準に基づいて、教育・研究・社会貢献に関する評

価を実施し、その結果を処遇へ反映させる。 
・ 教員業績評価の全学基準の見直しを行う。 
・ 事務職員に対して新たに導入した評価システムにより、適正な評価を行うとと

もに処遇への反映を図る等の人事管理に努める。 
・ 業務全般の点検評価を実施し、適正な人員配置を行う。 

③ 事務職員の資質向上 
・ 専門的な知識の習得や資質の向上を図るため多様で有効な研修を実施する。 
 

４ 事務等の効率化・合理化に関する目標を達成するための措置 
① 事務体制 

・ 業務の効率化、合理化を図るため情報システム化等を推進し、各種事務の一層

の省力化、簡素化、迅速化を図る。 
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・ 各種業務の省力化、効率化、再雇用職員の活用等による業務の改善を図り、あ

わせて必要なアウトソーシングを実施する。 
・ 業務の見直しを行いサービスの充実を図るとともに、効率的・合理的な事務組

織の構築を進める。 
 

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 
１ 外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標を達成するための措置 

① 外部資金 
・ 科学研究費補助金等の申請・獲得状況を検証し、申請・獲得の促進を図る。 
・ グローバルＣＯＥ獲得に向け、全学で組織的な取組みを進める。 
・ 各種公募資金の獲得増加を目指し、積極的に申請を行う。 
・ 産学官の連携を促進し、受託研究や共同研究などの増加を図る。 

   ② 自己収入 
・ 学内の施設や知的財産等について、積極的に学外に広報し、その利用の増加を

図る。 
・ 外部機関とも連携してＴＬＯの目利き能力向上と、移転活動能力の一層の強化

を図る。 
・ 寄付金の獲得活動を推進するとともに、各種の研修会を開催し自己収入の増加

に繋げる。 
・ 公開講座を企画し、３キャンパスで 70 講座以上開講するとともに、公開授業

として、五福キャンパス及び高岡キャンパスで講義科目の１/２以上を公開する。

 
２ 経費の抑制に関する目標を達成するための措置 

① 経費節減 
・ 引き続き、エネルギー種別毎の使用量の実態把握、分析を行う。また、省エネ

ルギーのための具体策を検討し、可能なものから実施する。 
・ 引き続き、管理的経費の実態把握、見直しを行い、抑制可能な事項から順次実

施する。 
② 人件費削減 

・ 「平成 19 年度以降（平成 22 年度まで）の人件費削減対応」方針（平成 19 年 7
月 24 日役員会決定）に基づき、平成 21 年度においては、対 17 年度比で概ね４％

の人件費削減を実施する。 
 

３ 資産の運用管理の改善に関する目標を達成するための措置 
① 資産運用 

・ 産学官連携・知財活動の一元的な運用・管理体制の拡充を図る。 
・ 高岡団地及びその他の団地の土地・建物・設備等の利用状況の把握を行う。 
 

Ⅳ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標を達成するための措置 
１ 評価の充実に関する目標を達成するための措置 

① 評価の方向性 
・ 教員の教育、研究、社会貢献に関する活動状況を総合的に把握するために有用

な教員情報総合データベース（仮称）の構築を図る。 
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・ 本学の管理・運営、教育・研究の状況を把握するために必要な情報の収集と整

理を図る。 
・ 認証評価受審に向けて具体的な作業に着手する。 
 

２ 情報公開等の推進に関する目標を達成するための措置 
① 情報公開 

・ 社会に開かれた大学として、広報業務について見直し・改善を図り、情報公開

を推進する。 
 

Ⅴ その他業務運営に関する重要目標を達成するためにとるべき措置 
１ 施設設備の整備等に関する目標を達成するための措置 

① 施設整備等の方向性 
・ 施設マネジメントを推進する。 
・ 高岡団地の施設の点検・評価を実施する。 
・ 施設の耐震及び機能改善計画を見直し、整備要求する。 
・ 10Gbit 対応ネットワーク接続装置の基幹ネットワークへの導入を検討する。 
・ 五福構内の交通対策を引き続き検討する。 
・ 快適な環境維持のため、必要に応じ施設・設備の保守点検・整備を見直し、推

進する。 
 

２ 安全管理に関する目標を達成するための措置 
① 安全衛生管理 

・ 一元管理体制の充実を図り、総合的な安全衛生管理を推進する。 
・ 学内外での化学物質管理体制構築の総合的支援を行う。 
・ 危険性又は有害性等の調査等に関する指針に基づきリスク・アセスメントを実

施し、検証結果に基づき、点検整備等を行い、さらなる安全確保に努める。 
・ 教職員及び学生に対し、安全教育講習を行い安全教育の推進と向上を図る。 
・ 危機管理ガイドライン等を見直すとともに、構成員の危機管理意識を醸成する

ため、講習会や防災訓練を実施する。 
・ 学生、教職員のメンタルヘルスの調査及びカウンセリング相談体制の充実を図

る。 
・ 総合的な健康管理の充実を図り、健康で、学びやすく、働きやすい環境作りを

推進する。 
 

３ 環境配慮に関する目標を達成するための措置 
① 環境に配慮した事業運営 

・ 環境に配慮した事業活動を推進し、持続可能な社会の構築に自主的・積極的に

貢献する。 
・ 実験室等の有害物質使用現場に即した化学物質及び実験廃棄物等の取扱いに関

する啓蒙、教育、支援活動を行う。 
・ 研究･教育活動に伴う有害物質排出による環境汚染及び法令違反を防ぐため、実

験廃棄物及び実験排水の適正な処理・管理を行う。 
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４ 北陸地区の国立大学連合に関する目標を達成するための措置 
① 北陸地区国立大学連合 

・ 北陸地区国立大学連合学長会議・協議会において、教育研究の向上への取組み

や業務内容の連携、効率化のための検討をさらに進める。 
・ 「北陸地区国立大学連合」間に共通する業務の効率化、省力化を図るため、共

同業務処理（物品一括購入等）の可能性についての検討をさらに進める。 
 

Ⅵ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 
   別紙参照 
 
Ⅶ 短期借入金の限度額 

○ 短期借入金の限度額 
① 短期借入金の限度額 

      ３５億円 
    ② 想定される理由 

運営費交付金の受入遅延及び事故の発生等により緊急に必要となる対策

費として借り入れすることも想定される。  
 
Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画  

○ 担保に供する計画 
附属病院の施設・設備の整備に必要となる経費の長期借入れに伴い、本学

の敷地及び建物について、担保に供する。 
 
Ⅸ 剰余金の使途 
   ○ 決算において剰余金が発生した場合 

教育研究、診療の質の向上及び組織運営の改善に充てる。 
 
Ⅹ その他 
 １ 施設・設備に関する計画 

 （単位 百万円） 

施設・設備の内容 予定額 財   源 

耐震対策事業 

附属病院 病棟、基幹・環境整備

総合研究棟整備（薬学系） 

学生寄宿舎整備 

病院特別医療機械整備費 

小規模改修 

 

 

総額 

(5,105) 

 

 

施設整備費補助金（1,680） 

国立大学財務・経営ｾﾝﾀｰ 

 施設費交付金（62） 

長期借入金（3,363） 

（注） 金額は見込みであり、上記のほか、業務の実施状況等を勘案した施設・設備の整備

や、老朽度合い等を勘案した施設・設備の改修等が追加されることもあり得る。 
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 ２ 人事に関する計画 
① 任期制の拡充に努め、原則として公募制による採用を行い、多様な方策により教

員人事の活性化を図り、優秀な人材の確保に努める。 
② 高度の専門知識等を必要とする職種においては、多様な選考方法を適切に実施し

優秀な人材の確保に努める。 
③ 教員の業績評価システムについては、平成 20 年度に実施した教員業績評価結果

を踏まえ、適切な評価が実施できるよう評価基準等の改善を図る。 
④ 事務系職員に対する評価システムについては、平成 20 年度に実施した事務系職

員の評価結果を踏まえ、適切な評価が実施できるよう評価基準等の改善を図る。 
⑤ 事務系職員等の専門性や資質の向上に資するため、多様な研修を実施する。 
 

（参考１）平成 21 年度の常勤職員数  1,479 人 
また、任期付職員数の見込みを 451 人とする。 

（参考２）平成 21 年度の人件費総見込み 
17,571 百万円（退職手当は除く。） 

 
 

（別紙） 
○ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

 
（別表） 

○ 学部の学科、研究科の専攻等の名称と学生収容定員、附属学校の収容定員・学級数 
 

 



（別紙）  予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画

　１．予　算

　　　　　　（単位　百万円）

　収 入
運 営 費 交 付 金 13,779
施 設 整 備 費 補 助 金 1,680
施 設 整 備 資 金 貸 付 金 償 還 時 補 助 金 0
補助金等収入 359
国 立 大 学 財 務 ・経 営 セ ン タ ー 施 設 費 交 付 金 62
自 己 収 入 18,135

授 業 料 及 び 入 学 金 検 定 料 収 入 5,298
附属病院収入 12,712
雑 収 入 125

産 学 連 携 等 研 究 収 入 及 び 寄 附 金 収 入 等 1,456
長 期 借 入 金 収 入 3,363

計 38,834

　支 出
業 務 費 25,632

教 育 研 究 経 費 13,479
診療経費 12,153

一 般 管 理 費 5,128
施 設 整 備 費 5,105
補助金等 359
産 学 連 携 等 研 究 経 費 及 び 寄 附 金 事 業 費 等 1,456
長 期 借 入 金 償 還 金 1,154

計 38,834

〔人件費の見積もり〕

期間中総額　１７，５７１百万円を支出する。（退職手当は除く。）
（うち、総人件費改革に係る削減の対象となる人件費総額　１３，９３３百万円）

注）　「運営費交付金」のうち平成２１年度当初予算額１２，７７２百万円、前年度よりの繰越額のうち
　　　使用見込額１，００７百万円。

注）　「施設整備費補助金」のうち平成２１年度当初予算額８３５百万円、前年度よりの繰越額８４５百万円。

区　　　　　　　　分 金　　額

平 成 ２１ 年 度   予 算
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　　（単位　百万円）

　費 用 の 部
経 常 費 用 33,671

業 務 費 30,589
教 育 研 究 経 費 3,729
診療経費 6,875
受 託 研 究 費 等 769
役 員 人 件 費 136
教 員 人 件 費 10,496
職 員 人 件 費 8,584

一 般 管 理 費 891
財 務 費 用 342
雑 損 0
減 価 償 却 費 1,849

臨 時 損 失 0

　収 益 の 部
経 常 収 益 33,830

運 営 費 交 付 金 13,589
授 業 料 収 益 4,170
入 学 金 収 益 654
検 定 料 収 益 164
附属病院収益 12,712
受 託 研 究 等 収 益 769
補助金等収益 333
寄 附 金 収 益 626
財 務 収 益 6
雑 益 187
資 産 見 返 運 営 費 交 付 金 等 戻 入 432
資 産 見 返 補 助 金 戻 入 34
資 産 見 返 寄 附 金 戻 入  116
資 産 見 返 物 品 受 贈 額 戻 入 38

臨 時 利 益 0

純 利 益 159
目的積立金取崩益 0
総利益 159

注）　附属病院に係る会計基準第８３の特定の償却資産の指定を受けていない償却資産から
　　生じた減価償却費に借入償還金元金に伴う収益の発生した額見合いにより利益が生じて
　　いる。
　　　（影響額）　　

長期借入金償還金元金に伴う収益の発生する額 860 百万円（Ａ）

総利益（A）－（Ｂ） 159 百万円

注）　受託研究費等は、受託事業費、共同研究費及び共同事業費を含む。
注）　受託研究等収益は、受託事業収益、共同研究収益及び共同事業収益を含む。　

　２．収支計画

平 成 ２１ 年 度 　収 支 計 画

附属病院に係る会計基準第８３の特定の償却資
産の指定を受けていない償却資産の減価償却額

701

区　　　　分 金　　　　額

百万円（B）

22



    （単位　百万円）

 資 金 支 出 41,540
業 務 活 動 に よ る 支 出 31,949
投 資 活 動 に よ る 支 出 5,731
財 務 活 動 に よ る 支 出 1,154
翌 年 度 へ の 繰 越 金 2,706

 資 金 収 入 41,540
業 務 活 動 に よ る 収 入 32,722

運 営 費 交 付 金 に よ る 収 入 12,772
授 業 料 及 び 入 学 金 検 定 料 に よ る 収 入 5,298
附属病院収入 12,712
受託研究等収入 769
補助金等収入 359
寄 附 金 収 入 687
そ の 他 の 収 入 125

投 資 活 動 に よ る 収 入 1,742
施 設 費 に よ る 収 入 1,742
その他の収入 0

財 務 活 動 に よ る 収 入 3,363
前年度よりの繰越金 3,713

区　　　　　　　　分 金　　　　額

　３．資金計画

平 成 ２１ 年 度　資 金 計 画
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（別表）学部の学科、研究科の専攻等 
 

 
人文学部 
 
 
人間発達科学部 
 
 
経済学部 
 
 
 
 
 
 
 
理学部 
 
 
 
 
 
 
 
医学部 
 
 
 
 
 
 
 
 
薬学部 
 
 
工学部 
 
 
 
 
 

 
人文学科            ７４０人 
３年次編入学（各学科共通）    ２０人 

 
発達教育学科          ３２０人 
人間環境システム学科       ３６０人 
 
経済学科  昼間主コース    ５４０人 

夜間主コース     ８０人   
経営学科  昼間主コース    ４６０人 

夜間主コース      ８０人 
経営法学科 昼間主コース    ３８０人 

夜間主コース      ８０人 
３年次編入学（各学科共通）     ２０人 
 
数学科             ２００人 
物理学科            １６０人 
化学科             １４０人 
生物学科            １４０人 
地球科学科           １６０人 
生物圏環境科学科        １２０人 
３年次編入学（各学科共通）    ２０人 
 
医学科                     ５５０人 
医学科３年次編入学（※）           ５人 
医学科２年次編入学                １５人 

（うち医師養成に係る分野 ５７０人） 
看護学科                   ２４０人 
看護学科３年次編入学              ２０人 
 
（※）は平成１８年度限りで募集停止。 
 
薬学科                      ２２０人 
創薬科学科                   ２００人 
 
電気電子システム工学科     ３５２人 
知能情報工学科         ３００人 
機械知能システム工学科     ３５６人 
生命工学科           １０４人 
環境応用化学科         １０４人 
材料機能工学科         １０２人 
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芸術文化学部 
 

物質生命システム工学科（※）  ３０２人 
３年次編入学（各学科共通）    ６０人 
 
（※）は平成１９年度限りで募集停止。 
 
芸術文化学科          ４６０人 
 

 
人文科学研究科 
 
 
 
 
教育学研究科 
 
 
 
 
経済学研究科 
 
 
 
 
生命融合科学教育部 
 
 
 
 
 
 
医学薬学教育部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
文化構造研究専攻         １０人 

（うち修士課程 １０人） 
地域文化研究専攻         １０人 

（うち修士課程 １０人） 
 

学校教育専攻           １２人 
（うち修士課程 １２人） 

教科教育専攻           ６４人 
（うち修士課程 ６４人） 

 
地域・経済政策専攻         ８人 

（うち修士課程 ８人） 
企業経営専攻            ８人 

（うち修士課程 ８人） 
 

認知・情動脳科学専攻       ３６人 
（うち博士課程 ３６人） 

生体情報システム科学専攻          １２人 
（うち博士課程 １２人） 

先端ナノ・バイオ科学専攻     １２人 
（うち博士課程 １２人） 

 
生命・臨床医学専攻                ７２人 

（うち博士課程 ７２人） 
東西統合医学専攻                  ２８人 

（うち博士課程 ２８人） 
生命薬科学専攻                    ５４人 

（うち博士課程 ５４人） 
医科学専攻                        ３０人 

（うち修士課程 ３０人） 
看護学専攻            ３２人 

（うち修士課程 ３２人） 
薬科学専攻                        ６０人 

（うち修士課程 ６０人） 
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理工学教育部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

臨床薬学専攻                      ３２人 
（うち修士課程 ３２人） 

 
数理・ﾋｭｰﾏﾝｼｽﾃﾑ科学専攻           １５人 

（うち博士課程 １５人） 
ナノ新機能物質科学専攻            １８人 

（うち博士課程 １８人） 
新エネルギー科学専攻              １５人 

（うち博士課程 １５人） 
地球生命環境科学専攻             １５人 

（うち博士課程 １５人） 
数学専攻                          ２４人 

（うち修士課程 ２４人） 
物理学専攻                        ２４人 

（うち修士課程 ２４人） 
化学専攻                          ２０人 

（うち修士課程 ２０人） 
生物学専攻                        ２０人 

（うち修士課程 ２０人） 
地球科学専攻                      ２０人 

（うち修士課程 ２０人） 
生物圏環境科学専攻                ２０人 

（うち修士課程 ２０人） 
電気電子システム工学専攻          ６６人 

（うち修士課程 ６６人） 
知能情報工学専攻                  ５４人 

（うち修士課程 ５４人） 
機械知能システム工学専攻          ６６人 

（うち修士課程 ６６人） 
物質生命システム工学専攻        １２０人 

（うち修士課程 １２０人） 
 

 
附属幼稚園 

 
１６０人 
学級数  ５ 

 
附属小学校 

 
４８０人 
学級数 １２ 
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附属中学校 

 
４８０人 
学級数 １２ 

 
附属特別支援学校 

 
小学部 １８人 

学級数 ３ 
中学部 １８人 

学級数 ３ 
高等部 ２４人 

学級数 ３ 
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